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船員法施行規則の一部改正について

平 成 １ ８ 年 ４ 月

海事局船員労働環境課

１．改正の背景

船員法（昭和２２年法律第１００号。以下「法」という ）第１４条の４にお。

いて、航海の安全の確保のために船長が遵守すべき事項について省令に委任して

おり、船員法施行規則（昭和２２年運輸省令第２３号。以下「規則」という ）。

第３条の９第２項において、船長が毎週１回の点検を行わなければならない救命

設備について規定しています。また、法第１８条において、船長は航海日誌等の

書類を船内に備え置かなければならないこととされており、航海日誌に記載しな

ければならない事項は、規則第１１条第２項に定められています。

２００４年５月に、貨物船の救命艇（自由降下式救命艇を除く ）について、。

格納位置から移動することによる点検を、毎週１回行わなければならない点検事

項として新たに加えるとともに、毎週１回の点検について航海日誌に記載しなけ

ればならないとする旨のＳＯＬＡＳ条約の改正が行われ、本年７月に発効するこ

ととされています。これを踏まえ、規則においてこれらの義務を規定することを

検討しています。

２．改正の概要

（１）貨物船の救命艇（国内航海船等に備え付けられているもの及び自由降下式

救命艇を除く ）について、格納位置から移動することによる点検を、毎週。

１回行わなければならない点検事項として新たに加えることを検討していま

す。

（２）毎週１回行われる点検について、航海日誌に記載しなければならないこと

を検討しています。

３．今後の予定
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